
　　公表 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第１９９条第１４項に基づくもの）

対　    象 市民病院　令和4年度分（必要に応じて令和5年度分）事務事業

種      類

監　査　日 令和 5 年 7 月 24 日

提　出　日 令和 7 年 9 月 4 日

担　    当

指　摘　事　項

（４）適正なたな卸資産の管理について

　市民病院は、たな卸資産として、薬剤
部は薬品を中央検査部は試薬をそれぞれ
管理しており、毎年9月末及び3月末に実
地たな卸を行い、その結果を管理者に報
告している。
　令和5年3月31日に実地たな卸を実施し
た結果、物流管理システム上で把握して
いる在庫数と実際の在庫数に多数の過不
足が発生していた。
　今後は、過不足が発生した原因を究明
し、再発防止に真摯に取り組み、たな卸
資産を適正に管理されたい。

定期監査及び行政監査

市民病院　病院財務課(TEL251-1101)　　

措　　　　置　　　　状　　　　況

　令和5年4月以降、実在庫数とシステム在庫数の差異の原因について、
返品入力漏れ等のヒューマンエラーによるもの、システムの仕様や連携
によるものなど、考えられるものを洗い出した上で、各原因に対する対
応策を検討・実施した結果、令和5年9月末の棚卸において、一定の成果
を確認した。
　その後も対応策の実施・検証を進めるとともに、令和6年1月に更新し
た物流管理システムについて、新システムが適切に稼働するよう移行し
たデータの整備やシステム連携の確認・調整を行った上で、令和6年3月
22日を起点日として令和6年3月末に棚卸を実施した結果、在庫数の過不
足が改善していることを確認した。
　令和6年9月末の棚卸においては、同年3月末の棚卸実施後を起点として
新システムの稼働後初めて6カ月の期間でのシステム在庫と実在庫の差異
を確認したが、従前よりも過不足が大きく改善しており、原因究明が適
切に行われてきたこと及びこれに対して講じてきた対応策が新システム
の下で機能していることを確認した。
　令和7年3月末の棚卸においては、令和6年9月末よりもさらに在庫差異
が改善されている。
　今後、より確実な返品処理を徹底し、継続して在庫差異の改善を図っ
ていくとともに、棚卸結果の検証を行いながら、適正な資産管理を遂行
していく。


